
 

令和５年１月より、出産・子育て応援支援事業を実施しております。本事業は、「伴走型相談支援」と

「出産・子育て応援ギフト（国の出産・子育て応援給付金）」を組み合わせた形で、妊婦や子育て家庭を

支援します。妊娠、出産、育児で抱く孤立感や不安を緩和し、安心して出産・子育てができることを目的

としています。 

 

・・・伴走型相談支援・・・ 

出産・育児等の見通しをもてるよう、母子健康手帳交付時と赤ちゃん訪問で面談をし、妊娠

８か月頃にはアンケートを行います。妊娠から子育てに関して身近で相談に応じ、必要なとき

は関係機関とも情報共有します。 

・・・・経済的支援・・・・ 

母子健康手帳交付時に「出産応援ギフト」５万円、およびお子さんの３～４か月児健康診査

の際に「子育て応援ギフト」５万円を給付します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②妊娠８か月頃の妊婦と夫 

③出産直後の夫婦、育休取得中の夫婦 

妊 

娠 

期 

出 

産 

産 

後 

母子健康手帳交付 

妊娠届を出していただき、母子健康

手帳交付の際に面談を行います。 

子育てガイドブックを一緒に確認

し、妊娠期の過ごし方や利用できる

サービスをお伝えします。 

妊娠８か月頃 

妊娠・出産に関するアンケートを 

送付してください。 

希望する方には面談を行います。 

赤ちゃん訪問 

生後２か月頃のご家庭に訪問し、 

育児相談や計測を行います。 

子育てガイドブックにそって、支援

センターなどについてお話します。 

①初めて妊娠した妊婦 

＜令和 6年 1月作成＞ 


